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消 費 者 相 談 窓 口

ここからつながる、未来のために

・長万部町産業振興課　☎２－２４５５
・消費者ホットライン（局番なし）　☎188（函館消費者センターまたは国民生活センターへ繋がります）

相
談
先

「困ったな」と思ったら、まずはご相談を！「困ったな」と思ったら、まずはご相談を！

強引な訪問販売で布団リフォームを契約
クーリング・オフを申し出たが…

　昨日、80代の母親の家に布団業者が訪問し、強引に家に上がり込んで押し入れから布団を出してリフォー
ムを勧誘された。�断ったが業者がしつこいので、仕方なく契約したようだ。20万円もするので解約したい
と母が言うので、私から業者に電話でクーリング・オフする旨を伝えたら、預かった布団を３日後に返しに
行くと言われた。今後どのように対応すべきかを知りたい。� （50代女性）
　※北海道立消費生活センター発行「きらめっく№125」より引用

　訪問販売による契約は、特定商取引法で規制されており、事業者は勧誘前
に、販売目的などを告げることにより、事前に同意を得なければ訪問販売す
ることができません。（事前に伝えていない内容で契約できません。）
　すでに電話でクーリング・オフを申し出てはおりますが、念のためハガキ
でも通知するようにしてください。
　事前予防として、「訪問販売お断りステッカー」を玄関等に貼ることをお
すすめします。）
　※クーリング・オフ用ハガキ、訪問販売お断りステッカーは、下記相談窓口にあります。

長 万 部 町

■ネットの影に潜むサイバー犯罪　あなたを守るサイバーセキュリティ
　⑴　サイバーセキュリティ月間
　　　令和３年２月１日から３月18日までの間
　⑵　サイバー犯罪の被害に遭わないための対策
　　⃝ＩＤやパスワードは、自分自身でしっかり管理する。
　　⃝パソコンやスマートフォンにはウイルス対策ソフトをインストールする。
　　⃝パソコンの基本ソフト（ＯＳ）やウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしておく。
　　⃝身に覚えのないメールの添付ファイルやＵＲＬは開かない。
　　⃝不必要なアプリや信頼のおけないサイトからソフトウェアをダウンロードしない。
　　⃝定期的にバックアップデータを保存する。
　　⃝オンラインショップでの買い物では、そのサイトが本物かどうかよく確認する。

サイバー空間の脅威に対する社会全体の対処能力の強化サイバー空間の脅威に対する社会全体の対処能力の強化

（有料広告）
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